
神奈川大学法学研究年報16

こそが効 果的 にな って きて ます。 政治家や政府 の官僚 が腐敗 してい ると

い う深刻 な問題 もあ り,「非政 府組織 の重要 性」が 高 ま ってお ります。

警察や政 府 も市民の集 ま りです が,そ の集合体 としては異 なる 目的の た

めに市民の利益 を犠 牲 にす る とい う現 象が起 きますが,非 政府組織 は市

民の利益保持 の 目的だけ で問題解決 に当 るこ とが で きます。勿論,各 々

の犯 罪組織 は特定 の犯罪行為 に特殊化 してい るの で,こ れ に対応 した有

効 な措 置 を講 じるこ とが必要 です。

5.国 際的 な組織犯罪への対応

最 後に,国 際 レベ ルでの対策 としては,国 連 の麻 薬管理 プ ログラム ・

UNDCPと い う組 織が イ ン ド政 府 と協 力 して犯 罪撲 滅 に当 って い る。

イン ドでは4つ か5つ の地域 に麻薬管理局 が設置 され,そ れに よって麻

薬取 引 を抑制 しよ うとしてい る。 この よ うな措 置 に よって も薬物犯 罪 を

完全 に撲滅す るこ とは で きないが,で きる限 り犯 罪が成功せ ずに難 しく

な るよ うに,「 マ ネー ロ ンダ リング」(不 法収益 の洗浄)な どの よ うな犯

罪収益 での金儲 け を阻止 した りして,一 層 の努 力 を重ね るよ う考 えてい

ます。
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第三 に,警 察組織が 国内的 ・国際的 な組織犯 罪に対 応す る とい う類型

ですが,開 発途上 国の警察組織 は人員 と資金の不足 で組織犯 罪に充分 に

対 応 で きる態勢 には な って いな い。残 念 なが ら,そ れが 現状 です。 ま

た,政 治的に も大 きな対立 ・混乱の諸問題 を抱 えてお り,組 織犯 罪の打

倒 が一 層に 困難に なる状況 であ るといわ ざるをえ ませ ん。 この こ とが,

今 日別室 で同時 に進行 されてい る国際警察保安専 門会議 での主要 なテー

マの一つ になってい るのです。

4.市 民 によ る組織犯罪 への挑戦

組 織犯 罪へ の対策 の第二 の類型 が,「 非専 門家 に よ る方策 」 です。 こ

れは地域住 民が参加 して組織犯 罪 と戦 う とい う活動 で して,例 えば 「チ

プユ」 とい う名 で賭博 を止め よう とか恐喝 を減 らそ うとい うよ うな市民

活動 が行 われて い ます。従 って組織 犯 罪 と戦 う方 策 として は,「 その犠

牲者が誰 なのか」 を考 え るのが一番 近道 なの です。 一般市民 あ るいは地

域社会 が被害 者 であ る場合 には,「 地域社 会 に根 ざ したプ ログラム」 に

よる方 が,法 律 で執行 す るよ りも大 きな成果が上 るといえ ます。 この こ

とは,私 だけの意見では な く,今 回の国際会議 に参加 した仲 間の全貝 が

賛 成 して いるこ とです。

特 に イン ドでは,女 性 の活動が組織犯 罪防止に大変大 きな貢献 を して

いる とい う側面が あ ります。女性や 子供 の密 売 といった組 織犯罪 に対 し

ては,「 ノンエ グゼ キュー テ ィブ」 な方法 が よ り効 果 的です。 この種 の

犯 罪は,地 域 お よび社会 の文化 に深 く根 ざ してい るか らです。

市 民に犯 罪組織 か らの危険が及ぶ こ ともあ り,そ の場合 に 「専門家 の

方策」 と 「非専 門家の方策」 とが相互 に機能す るか とい う疑 問 もあ りま

しょう。確 かに,女 性 と子供 の密売 に対 して女性 団体 等が広範 な抗議運

動 を行 うときに,こ れ に危険が及ぶ こ ともあ ります。 しか し,女 性 団体

は社会 的 に も政治的 に も増 々力 をつ けてい ます。 ですか ら,警 察や司法

の専 門的方策 よ りも,女 性 グルー プ ・非営 利団体 等の非政府組織 の活動
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コイテ ィは,真 の意味 での犯 罪者 です。特 にs女 性や子供 を売買 の対 象

とす る犯 罪は,そ の被害 者は何 の 罪 もない普通 の人 なの ですか ら,社 会

に根 深 く存在す る害悪 であ る といわねば な りませ ん。

他 方 で,国 際的形態の組織犯 罪に は,麻 薬取 引 ・違法 な密輸 入 ・資金

洗浄 な ど国際 貿 易を舞 台 とす るものがあ り,こ の点 に国内的形 態の組織

犯 罪 との相 違 がみ られ ます。

この二形態の 区別 は,被 害者の相 違 に よるものです。 国内的形態 では

通常 人,国 際的形態 では国家な い し社会 であって,集 合 的意味での被 害

者 が想定 され ます。

3.組 織 犯 罪 へ の 二 つの 対 応 策

これ まで 述べ たの が イ ン ドの組 織 犯 罪 の 特 長 です が,こ れ に どの よ う

な対 策 が 講 じられ て い るの で し ょ うか。 そ の対 策 も類 型 的 に 大 き く二 つ

に 区分 で き ます 。 第 一 は 「専 門 家(エ グゼ キュー テ ィブ)」 に よ る もの
,

第 二 は 「非 專 門家(ノ ンエ グゼ キュー ティブ)」 に よ る もの です。

第一 の 類 型 は,政 治 的 ・法 的 な対 応 で あ っ て,法 の執 行 を ど うすべ き

か とい う問題 です 。 この イ ン ドの法 律 事 情 に つ い て紹 介 します。

そ の 第 一 の 法 律 は,TADAACT(TerroristandDistruptiveActof

1984)と 呼 ば れ,テ ロお よび破 壊 的 な活動 に 対 す る法 律 です 。 そ の犯 罪

者 は,公 判 な しに2年 間 勾留 され る こ とが で き ます 。 そ の後 の 公 判 で は

裁 判 所 の 判 断 が 下 され る とは い え,こ の 法律 の 下 で は,被 疑 者 の権 利 は

法 的 に大 幅 に制 限 され るの です 。

第 二 に,イ ン ド法 の特 有 なア プ ロー チ と して,最 高 裁判 所 が イ ニ シア

テ ィブ を とっ て法 の実 現 を行 う もの です 。 これ は,私 人 が最 高 裁 判所 の

判 事 に 直接 に文 書 で行わ れ て い る犯 罪 に つ い て 申告 す る もの で す。 これ

を受 理 した判 事 は,関 係 す る法 執 行 機 関 に どの よ うな措 置 が とられ て い

るか を照 会 す る とい う制 度 です 。 こ れ は イ ン ドに ユ ニ ー クな制 度 で し

て,最 高 裁 の 判 事が 直接 に 市 民 の 声 を聞 い て犯 罪 に対 応 す る もの です 。

6(249}



世界的視座から考 える組織犯罪

llア ジ ア の 組 織 犯 罪

一 イ ン ドに お け る 市 民 活 動 を 中 心 に一一 一

Dr.MangaiNatarajan,Prof.

(ジ ョン ・ジ ェ イ刑 事 司 法 大 学)

1.は じ め に

私 は,ア メ リカの ニ ュー ヨー クに あ るジ ョ ン ・ジ ェ イ ・カ レ ッ ジか ら

参 りま したが,イ ン ドを中心 とす るア ジア の組 織 犯 罪 に つ い て極 く簡 潔

に紹 介 し ます 。 今 回 の シ ン ポ ジ ウム に は,ア ジ アか らの 参加 は1人 が 日

本 で,も う1人 は イ ン ドの私 で す 。 こ こ で は,日 本 の暴 力 団 につ い て は

割 愛 させ て頂 き,話 の 中心 とな るイ ン ドで は 中 国 人 の犯 罪組 織 が近 年 で

は 勢 力 を強 め てお り,こ れ らにつ い て話 した い と思 い ます 。

2.国 内 お よ び国 際 レベ ル の組 織 犯 罪

イ ン ドの組 織犯 罪 を語 るに は,二 つ の レベ ル が 区別 され ます。 その0

つ は 国 内的 な犯 罪,も う一 つ は 国際 的 な犯 罪 です 。

国 内 に 目 を向 け る と,「 デ コイ テ ィ」(Dacoity)と い う カ テ ゴ リー の

組 織 犯 罪 が あ ります が,そ れ は概 ね5人 以 上 の 団貝 に よ って行 わ れ る強

盗行 為 で す 。 ア フ リカの 報 告 者 か らは ダ イヤ モ ン ドの 密 輸 入 をめ ぐる組

織犯 罪 の 話 が あ っ たか も しれ ませ ん。 しか し,イ ン ドで の も う一 つ の 大

きな カ テ ゴ リー の組 織 犯 罪 は,若 い女性 を売 春 目的 で,子 供 を労 働 力 の

目的 で,売 買 す る もの で す。 特 に 女 性 の 人 身売 買 が ア ジア で は他 の地 域

よ り も多い よ うに 思 われ ます 。 こ う した傾 向 が,イ ン ドで もタ イ ・中 国

で も見 られ ます 。 こ の犯 罪被 害 者 は,普 通 の 人 なの です 。

こ こ で,先 程 の デ コ イテ ィにつ い て 語 りた いの です が,そ の理 由 は 日

本 の暴 力 団 と似 た面 が あ るか らです 。 デ コイ テ ィに も良 い 目的 の 強盗 も

あ り,金 持 ちか ら盗 ん だ金 品 を貧 しい 人 の教 育 ・福 祉 の ため に分 配す る

とい っ た形 態 も見 られ ます 。 そ うい った積 極 面 が 暴 力 団 に も見 られ る と

す れ ば,そ れ は デ コイ テ ィに も見 られ ます 。 しか し,そ の他 の 形 態 の デ
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